
こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

ふるさと納税（11月実績）

安平町は、たくさんの方に
応援していただいています。

　　　　寄付件数　1,763件
　　　　金　　額　27,009,000円

　「こども誰でも通園制度」とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成長環境を整備
するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での
支援を強化するため創設された新たな通園制度です。
　令和８年度からの本格実施に向けて、条例の制定や各種要綱などの取り決めを進めていますの
で、詳細が決定しましたら広報紙などでお知らせします。

実施施設　はやきた子ども園（はやきたゆきだるま保育園）、おいわけ子ども園
対 象　・安平町内に住所があるお子さん　　・認定こども園などに通っていないお子さん
　 　　・０歳８か月～３歳未満のお子さん（３歳の誕生日の前々日まで利用可能）
　　　　　　※実施施設の受け入れ体制によっては対象が変更となる場合があります。
【利用料金などの詳細】

利用方法および手続きの流れ
　町へ事前に利用認定申請を行い、利用認定後に利用希望施設との初回面談を実施します。
　面談後に希望施設へ利用申し込みを行った後、利用開始となります。

問合せ　教育委員会学校教育グループ　☎ ㉙ 7036

はやきた子ども園 おいわけ子ども園

対象年齢 ０歳８か月～３歳未満 １歳～３歳未満

開所時間など 平日　７時～18時 火曜日〜木曜日　８時30分～12時30分

利用料金 １時間当たり　300円
※その他「給食費」「おやつ代」などの実費負担あり

キャンセル料金 無断キャンセルの場合は利用料金と同額を徴収

利用可能時間 月10時間まで

給食提供 あり（実費負担あり）

広告欄広告欄
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